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頁 修正前 修正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

※目次は省略 

第１章 総則 

 第１節 （略） 
 
 第２節 地震に関する本市の特性 

（略） 

 
第３項 これまでの地震・津波災害 

（略） 

平成 28 年（2016 年） 熊本県熊本地方を震源とする地震 

（佐賀市駅前中央で震度４強以上） 

年月日 発生時間 
震  源 震度 

（佐賀） 
規模 

地名 北緯 東経 

平成 28 年 4 月 14 日 21 時 26 分 

熊本県熊本地方 

32.44 130.48 ４ 6.5 

平成 28 年 4 月 16 日 1 時 25 分 32.45 130.45 ５ 7.3 

（佐賀地方気象台発表資料） 

 
（略） 

 

第２章 地震災害予防対策計画 

 第１節 安全・安心なまちづくり 
第１項 保全施設の整備 
１ 地盤災害防止施設等の整備の推進 

（略） 

    (5) 土砂災害のソフト事業 

（略） 

 イ 警戒避難体制の整備 

（略） 

 (ｲ) 土砂災害警戒区域等 

      土砂災害警戒区域及び土砂災害危険箇所について周知を行う。 

（略） 
 

※目次は省略 

第１章 総則 

 第１節 （略） 
 
 第２節 地震に関する本市の特性 

（略） 

 
第３項 これまでの地震・津波災害 

 （略） 

平成 28 年（2016 年） 熊本県熊本地方を震源とする地震 

（佐賀市駅前中央で震度４以上） 

年月日 発生時間 
震  源 震度 

（佐賀） 
規模 

地名 北緯 東経 

平成 28 年 4 月 14 日 21 時 26 分 

熊本県熊本地方 

32.44 130.48 ４ 6.5 

平成 28 年 4 月 16 日 1 時 25 分 32.45 130.45 ５ 7.3 

（佐賀地方気象台発表資料） 

 
（略） 

 

第２章 地震災害予防対策計画 

 第１節 安全・安心なまちづくり 
  第１項 保全施設の整備 

１ 地盤災害防止施設等の整備の推進 

（略） 

    (5) 土砂災害のソフト事業 

（略） 

 イ 警戒避難体制の整備 

（略） 

 (ｲ) 土砂災害警戒区域等 

      土砂災害警戒区域等ついて周知を行う。 
（略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の修正 
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頁 修正前 修正後 備考 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

第４項 ライフライン施設の機能の確保 
 

佐賀東部水道企業団、下水道管理者、工業用水道事業者、九州電力送配電株式会社佐賀支店、 

電気通信事業者（西日本電信電話株式会社佐賀支店、株式会社ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ株式会 

社、ソフトバンク株式会社、楽天モバイル株式会社）、佐賀ガス株式会社、事業所 

市（政策推進対策部、経済対策部、環境対策部、上下水道事業対策部） 
  （略） 

 
第２節 （略） 

 
第３節 市民等の防災活動の推進 

  風水害対策編 第２編 第２章 第３節「市民等の防災活動の推進」を準用する。 

  なお、下記の事項については、独自に規定する。 

  第１項 防災思想・知識の普及 

   （略） 

 

   ２ 市民に対する普及啓発、防災学習の推進 

     各防災関係機関は、市民に対して、単独または共同して、防災の基本である「自らの身の 

    安全は自らが守る」という自主防災思想や、災害予防措置、避難方法等の防災知識を普及す 

    るための学校教育、社会教育の実施に努める。この際、教育機関、民間団体等との密接な連 

    携の下、防災に関するテキストやマニュアルの配布、有識者による研修や講演会、実地研修 

    の開催等に努めるものとする。 

     防災知識の普及にあたっては、要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるととも 

    に、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努めるものとする。 

 

    (略) 

 

  第２項 消防団の育成強化 
   （略） 

   ２ 消防団への参加促進 

     消防団への参加者が減少の傾向にあることから、事業所に対する協力要請及び従業員の消 

    防団活動に対する理解の増進に努めるとともに、女性消防団員の加入促進等を通じて消防団 

    への参加を促進する。 

 

第４項 ライフライン施設の機能の確保 
 

佐賀東部水道企業団、下水道管理者、工業用水道事業者、九州電力送配電株式会社佐賀支社、 

電気通信事業者（西日本電信電話株式会社佐賀支店、株式会社ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ株式会 

社、ソフトバンク株式会社、楽天モバイル株式会社）、佐賀ガス株式会社、事業所 

市（政策推進対策部、経済対策部、環境対策部、上下水道事業対策部） 
（略） 

 
第２節 （略） 

 

 第３節 市民等の防災活動の推進 

  風水害対策編 第２編 第２章 第３節「市民等の防災活動の推進」を準用する。 

  なお、下記の事項については、独自に規定する。 

  第１項 防災思想・知識の普及 

   （略） 

 

   ２ 市民に対する普及啓発、防災学習の推進 

     各防災関係機関は、市民に対して、単独または共同して、防災の基本である「自らの身の 

    安全は自らが守る」という自主防災思想や、災害予防措置、避難方法等の防災知識を普及す 

    るための学校教育、社会教育の実施に努める。この際、教育機関、民間団体等との密接な連 

    携の下、防災に関するテキストやマニュアルの配布、有識者による研修や講演会、実地研修 

    の開催等に努めるものとする。 

     防災知識の普及にあたっては、要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるととも 

    に、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努めることに加え、 

家庭動物の飼養の有無による被災時のニーズの違いに配慮するよう努めるものとする。 

(略) 

 

  第２項 消防団の育成強化 
   （略） 

   ２ 消防団への参加促進 

     消防団への参加者が減少の傾向にあることから、事業所に対する協力要請及び従業員の消 

防団活動に対する理解の増進に努めるとともに、女性消防団員の加入促進等に取り組むもの 

とし、地域住民と消防団員の交流等を通じ、消防団員がやりがいを持って活動できる環境づ 

くりを進めるよう努めるものとする。 

 

 

事業所名の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国基本計画に準じ

た修正 

 

 

 

 

 

 

国基本計画に準じ

た修正 
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頁 修正前 修正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

 

   ３ （略） 

 

   ４ 消防団の装備の改善 

     消防団の装備は、消防団の活動の充実強化を図るため、安全対策、救助活動、情報通信等 

    の装備について、充実強化を図るものとする。 

   ５ 消防団員の教育訓練 

     地域防災力の中核となる消防団は、様々な役割を期待されていることから、訓練施設の確 

    保、教育訓練を受ける機会の充実を図るものとする。 

 

   ６ 消防団組織・制度の多様化 

     地域住民、女性が参加しやすい組織・制度として特定の災害・活動のみに参加する「機能 

    別団員・分団制度」を推進する。 

（略） 

 
第６項 災害ボランティア活動の環境整備等 
（略） 

   ４ 災害ボランティアの活動対象 

区分 活動内容 

専門ボランティア （略） 

(4) 土砂災害危険箇所の調査（防災・砂防ボランティア協会） 

（略） 

 

 

  第７項 災害教訓の伝承 
   県及び市は、過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、大 

  規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料をアーカイブとして広く収集・整理し、 

  適切に保存するとともに、広く一般の人々が閲覧できるよう公開に努める。また、災害に関する 

  石碑やモニュメント等の持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努める。 

   市民は、自ら災害教訓の伝承に努めるものとする。県及び市は、災害教訓の伝承の重要性につ 

  いて啓発を行うほか、大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・ 

  公開等により、市民が災害教訓を伝承する取組を支援するものとする。 

  （略） 

 

 第４節 孤立防止対策計画 

   ３ （略） 

 

   ４ 消防団の装備の改善 

     消防団の装備は、大規模災害等に備えた消防団の活動の充実強化を図るため、安全対策、 

救助活動、情報通信等の装備について、充実強化を図るものとする。 

   ５ 消防団員の教育訓練 

     地域防災力の中核となる消防団は、様々な役割を期待されていることから、訓練施設の確 

    保、必要な資格の取得など実践的な教育訓練を受ける機会の充実を図るものとする。 

 

   ６ 消防団組織・制度の多様化 

     地域住民、女性が参加しやすい組織・制度として特定の災害・活動のみに参加する「機能 

    別団員・分団制度」を推進する。 

（略） 

 
第６項 災害ボランティア活動の環境整備等 
（略） 

   ４ 災害ボランティアの活動対象 

区分 活動内容 

専門ボランティア （略） 

(4) 土砂災害警戒区域等の調査（防災・砂防ボランティア協会） 

（略） 

 
 
  第７項 災害教訓の伝承 
   県及び市は、過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、大 

  規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料をアーカイブとして広く収集・整理し、 

  適切に保存するとともに、広く一般の人々が閲覧できるよう公開に努める。また、災害に関する 

  石碑やモニュメント等の自然災害伝承碑が持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努める。 

   市民は、自ら災害教訓の伝承に努めるものとする。県及び市は、災害教訓の伝承の重要性につ 

  いて啓発を行うほか、大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・ 

  公開等により、市民が災害教訓を伝承する取組を支援するものとする。 

  （略） 

 

 第４節 孤立防止対策計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の修正 

 

 

 

 

 

 

 

国基本計画に準じ

た修正 
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頁 修正前 修正後 備考 

 

 

 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第１項 孤立防止対策計画 

 

   県及び市は、地震災害により道路が不通になり、山間部の集落が孤立した場合に備え、平常時 

  から通信手段や迂回路の確保、避難所の整備、食料品等の備蓄などに努めるものとする。 

 

 

   １ （略） 

   ２ 市 

    (1) 住民との情報伝達が断絶しない通信連絡手段の確立に努める。 

    (2) 県との通信連絡手段の確立及び迂回路の確保等の防災対策を推進する。 

    (3) 孤立時に優先して救護すべき要配慮者や観光客等一時滞在者の孤立予測について、平素 

     から把握し、防災対策の整備に努める。 

    (4) 孤立予想地域ごとに避難所となり得る学校、公民館等の施設の耐震化等の整備を推進す 

     るものとする。 

    (5) 孤立地域内での生活が維持できるよう、食料品等の備蓄に努めるとともに、孤立する一 

     時滞在者に対する備蓄にも配慮する。 

 

 

 

   ３ 市民等 

    (1) 救援が届くまでの期間、孤立地域の中で互いに助け合えるよう、平素から避難行動要支 

     援者の全体計画に基づき、避難行動要支援者の把握や食料品等の備蓄などに努める。 

 

 

第３章 地震災害応急対策計画 

 第１節 活動体制 
第１項 （略） 
 
 
 
 
 
 
 

  第１項 孤立防止対策計画 

 

   県及び市は、地震災害により道路が不通になり、山間部の集落が孤立した場合に備え、平常時 

  から通信手段や迂回路の確保、避難所の整備、食料品等の備蓄などに努めるものとする。 

   また、県及び市は、災害時に交通通信等が途絶して孤立することが想定される地区については 

孤立時の状況把握などについて、関係機関が連携して訓練を実施するよう努めるものとする。 

   １ （略） 

   ２ 市 

    (1) 住民との情報伝達が断絶しない通信連絡手段の確立に努める。 

    (2) 県との通信連絡手段の確立及び迂回路の確保等の防災対策を推進する。 

    (3) 孤立時に優先して救護すべき要配慮者や観光客等一時滞在者の孤立予測について、平素 

     から把握し、防災対策の整備に努める。 

    (4) 孤立予想地域ごとに避難所となり得る学校、公民館等の施設の耐震化等の整備を推進す 

     るものとする。 

    (5) 孤立地域内での生活が維持できるよう、食料品等の備蓄に努めるとともに、孤立する一 

     時滞在者に対する備蓄にも配慮する。 

    (6) 孤立が予測される地区については、県や関係機関と連携して孤立時の状況把握などにつ 

いて訓練を行うよう努めるものとする。 

 

   ３ 市民等 

    (1) 救援が届くまでの期間、孤立地域の中で互いに助け合えるよう、平素から避難行動要支 

     援者の全体計画に基づき、避難行動要支援者の把握や食料品等の備蓄などに努める。 

 

 

第３章 地震災害応急対策計画 

 第１節 活動体制 
第１項 （略） 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

国基本計画に準じ

た修正 
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頁 修正前 修正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２項 市の活動体制 
   （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 土 交 通 省 筑 後 川 河 川 事 務 所 0942-33-9131 

国土交通省筑後川河川事務所大川出張所 0944-86-2516 

国 土 交 通 省 佐 賀 河 川 事 務 所 41-8801 

国土交通省佐賀河川事務所城原川出張所 97-0084 

国土交通省佐賀河川事務所嘉瀬川ダム管理支所 51-8321 

国土交通省佐賀河川事務所嘉瀬川出張所 68-2362 

陸上自衛隊久留米駐屯地西部方面混成団 0942-43-5391 

佐 賀 地 方 気 象 台 32-7026 

佐 賀 県 危 機 管 理 防 災 課 25-7362 

佐 賀 県 河 川 砂 防 課 25-7161 

佐 賀 土 木 事 務 所 24-4345 

佐 賀 中 部 農 林 事 務 所 31-3281 

佐 賀 中 部 保 健 福 祉 事 務 所 30-1321 

佐 賀 土 地 改 良 区 22-4382 

佐 賀 北 警 察 署 30-1911 

佐 賀 南 警 察 署 23-6110 

佐 賀 広 域 消 防 局 30-0111 

佐 賀 市 自 治 会 協 議 会 40-7010 

佐 賀 市 地 域 婦 人 連 絡 協 議 会 40-7365 

佐 賀 県 連 合 青 年 団 31-1074（青年会館） 

日 本 赤 十 字 社 佐 賀 県 支 部 25-3108 

Ｎ Ｔ Ｔ 西 日 本 （ 株 ） 佐 賀 支 店 36-5518 

N E X C O 西日本 佐賀高速道路事務所 62-5121 

日 本 郵 便 （ 株 ） 佐 賀 中 央 郵 便 局 0570-082-045 

九州電力（株）佐賀支店佐賀営業所 0120-986-303 

一 般 社 団 法 人 佐 賀 県 L P ガ ス 協 会 20-0331 

佐 賀 ガ ス （ 株 ） 30-6161 

Ｎ Ｈ Ｋ  佐 賀 放 送 局 28-5000 

Ｎ Ｂ Ｃ  佐 賀 放 送 局 22-1460 

Ｓ Ｔ Ｓ  サ ガ テ レ ビ 23-9111 

Ｆ Ｍ 佐 賀 25-7790 

え び す Ｆ Ｍ 97-9699 

第２項 市の活動体制 
   （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 土 交 通 省 筑 後 川 河 川 事 務 所 0942-33-9131 

国土交通省筑後川河川事務所大川出張所 0944-86-2516 

国 土 交 通 省 佐 賀 河 川 事 務 所 41-8801 

国土交通省佐賀河川事務所城原川出張所 97-0084 

国土交通省佐賀河川事務所嘉瀬川ダム管理支所 51-8321 

国土交通省佐賀河川事務所嘉瀬川出張所 68-2362 

陸上自衛隊久留米駐屯地西部方面混成団 0942-43-5391 

佐 賀 地 方 気 象 台 32-7026 

佐 賀 県 危 機 管 理 防 災 課 25-7362 

佐 賀 県 河 川 砂 防 課 25-7161 

佐 賀 土 木 事 務 所 24-4345 

佐 賀 中 部 農 林 事 務 所 31-3281 

佐 賀 中 部 保 健 福 祉 事 務 所 30-1321 

佐 賀 土 地 改 良 区 22-4382 

佐 賀 北 警 察 署 30-1911 

佐 賀 南 警 察 署 23-6110 

佐 賀 広 域 消 防 局 30-0111 

佐 賀 市 自 治 会 協 議 会 40-7010 

佐 賀 市 地 域 婦 人 連 絡 協 議 会 40-7365 

佐 賀 県 連 合 青 年 団 31-1074（青年会館） 

日 本 赤 十 字 社 佐 賀 県 支 部 25-3108 

Ｎ Ｔ Ｔ 西 日 本 （ 株 ） 佐 賀 支 店 36-5518 

N E X C O 西日本 佐賀高速道路事務所 62-5121 

日 本 郵 便 （ 株 ） 佐 賀 中 央 郵 便 局 0570-082-045 

九州電力送配電（株）佐賀支社佐賀配電事業所 0800-777-9418 

一 般 社 団 法 人 佐 賀 県 L P ガ ス 協 会 20-0331 

佐 賀 ガ ス （ 株 ） 30-6161 

Ｎ Ｈ Ｋ  佐 賀 放 送 局 28-5000 

Ｎ Ｂ Ｃ  佐 賀 放 送 局 22-1460 

Ｓ Ｔ Ｓ  サ ガ テ レ ビ 23-9111 

Ｆ Ｍ 佐 賀 25-7790 

え び す Ｆ Ｍ 97-9699 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所名の修正 
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【市対策本部組織構成図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市対策本部組織構成図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織機構の改編に

よる修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部長 市 長  
副本部長 副市長【危機管理監】、副市長、教育長  

総務対策部長【災害対策情報監】、政策推進対策部長、経済対策部長、 
農林水産対策部長、建設・都市戦略対策部長【災害対策事業監】 
環境対策部長、市民生活対策部長、保健福祉対策部長【災害対策支援監】 
子育て支援対策部長、地域振興対策部長、教育対策部長、 
交通事業対策部長、上下水道事業対策部長 
佐賀広域消防局の消防長が指名する消防吏員、本部付（総務部副部長） 
その他本部長が指名する者 

対策部 班 対策部 班 

総 務 対 策 部 

総 括 班 
動 員 班 
秘 書 広 報 班 
経 理 班 

子育て支援対策部 庶 務 班 
こ ど も 班 

地域振興対策部 
庶 務 協 働 班 
文 化 班 
スポーツ振興班 政策推進対策部 連 絡 調 整 班 

経 済 対 策 部 庶 務 班 

教 育 対 策 部 

庶 務 班 
学 校 教 育 班 
図 書 館 班 
社 会 教 育 班 農林水産対策部 

庶務農業振興班 
水 産 班 
農 村 環 境 班 
森 林 整 備 班 

交通事業対策部 交 通 班 

上下水道事業 
対 策 部 

庶 務 班 
水 道 班 
下 水 道 班 

建設・都市戦略
対 策 部 

庶 務 班 
建 築 住 宅 班 
道 路 班 
河 川 砂 防 班 
建設事務所班 

協 力 部 

第 １ 班 
第 ２ 班 
第 ３ 班 
第 ４ 班 
第 ５ 班 
第 ６ 班 

環 境 対 策 部 
庶 務 衛 生 班 
清 掃 班 
衛 生 班 

市民生活対策部 
庶 務 班 
税 務 班 

富士大和温泉 
病 院 対 策 部 病 院 班 

保健福祉対策部 

庶 務 班 
福祉避難所班 
援 護 班 
医 療 救 護 班 
避 難 班 
診 療 班 

 

 

諸富支所対策部 支 所 対 策 班 

大和支所対策部 支 所 対 策 班 

富士支所対策部 支 所 対 策 班 

三瀬支所対策部 支 所 対 策 班 

川副支所対策部 支 所 対 策 班 

東与賀支所対策部 支 所 対 策 班 

久保田支所対策部 支 所 対 策 班 

【対策部】 

報告 指示 

報告 

指示 
現地災害対策本部 

【支所対策部】 

報告 

報告 

指示 

本部長 市 長  
副本部長 副市長【危機管理監】、副市長、教育長  

総務対策部長【災害対策情報監】、政策推進対策部長、経済対策部長、 
農林水産対策部長、建設・都市戦略対策部長【災害対策事業監】 
環境対策部長、市民生活対策部長、保健福祉対策部長【災害対策支援監】 
こども未来対策部長、地域振興対策部長、教育対策部長、 
交通事業対策部長、上下水道事業対策部長 
佐賀広域消防局の消防長が指名する消防吏員、本部付（総務部副部長） 
その他本部長が指名する者 

対策部 班 対策部 班 

総 務 対 策 部 

総 括 班 
動 員 班 
秘 書 広 報 班 
経 理 班 

こども未来対策部 庶 務 班 
こ ど も 班 

地域振興対策部 
庶 務 協 働 班 
文 化 班 
スポーツ振興班 政策推進対策部 連 絡 調 整 班 

経 済 対 策 部 庶 務 班 

教 育 対 策 部 

庶 務 班 
学 校 教 育 班 
図 書 館 班 
社 会 教 育 班 農林水産対策部 

庶務農業振興班 
水 産 班 
農 村 環 境 班 
森 林 整 備 班 

交通事業対策部 交 通 班 

上下水道事業 
対 策 部 

庶 務 班 
水 道 班 
下 水 道 班 

建設・都市戦略
対 策 部 

庶 務 班 
建 築 住 宅 班 
道 路 班 
河 川 砂 防 班 
建設事務所班 

協 力 部 

第 １ 班 
第 ２ 班 
第 ３ 班 
第 ４ 班 
第 ５ 班 

 
環 境 対 策 部 

庶 務 衛 生 班 
清 掃 班 
衛 生 班 

市民生活対策部 
庶 務 班 
税 務 班 

富士大和温泉 
病 院 対 策 部 病 院 班 

保健福祉対策部 

庶 務 班 
福祉避難所班 
援 護 班 
医 療 救 護 班 
避 難 班 
診 療 班 

 

 

諸富支所対策部 支 所 対 策 班 

大和支所対策部 支 所 対 策 班 

富士支所対策部 支 所 対 策 班 

三瀬支所対策部 支 所 対 策 班 

川副支所対策部 支 所 対 策 班 

東与賀支所対策部 支 所 対 策 班 

久保田支所対策部 支 所 対 策 班 

【対策部】 

報告 指示 

報告 

指示 
現地災害対策本部 

【支所対策部】 

報告 

報告 

指示 
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79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策部組織表】 

総 務 対 策 部 
部 長 

副部長 

総 務 部 長 

総 務 部 副 部 長 

総 括 班 

○危機管理防災課長 

総務法制課長 

国際課長 

動 員 班 ○人事課長 

秘書広報班 
○秘書課長 

 広報課長 

経 理 班 

○財政課長 

契約監理課長 

財産活用課長 

政策推進対策部 
部 長 

副部長 

政 策 推 進 部 長 

政策推進部副部長 
連絡調整班 

○企画政策課長 

行政マネジメント課長 

デジタル推進課長 

DX 推進課長 

バイオマス産業推進課長 

男女共同参画課長 

駐屯地対策室長 

経 済 対 策 部 
部 長 

副部長 

経 済 部 長 

経 済 部 副 部 長 
庶 務 班 

○経済政策課長 

企業立地課長 

観光振興課長 

中心市街地振興室長 

農林水産対策部 
部 長 

副部長 

農 林 水 産 部 長 

農林水産部副部長 

庶務農業 

振 興 班 
○農業振興課長 

水 産 班 ○水産振興課長 

農村環境班 ○農村環境課長 

森林整備班 ○森林整備課長 

建設・都市戦略

対 策 部 

部 長 

副部長 

建 設 部 長 

都 市 戦 略 部 長 

庶 務 班 

〇建設監理課長 

 都市政策課長 

 交通政策課長 

 佐賀駅周辺振興室長 

 用地対策課長 

緑化推進課長 

建築住宅班 
○建築指導課長 

建築住宅課長 

道 路 班 
○道路整備課長 

（建設監理課長） 

河川砂防班 
○河川砂防課長 

 （建設監理課長） 

建設事務所班 
○北部建設事務所長 

○南部建設事務所長 

【対策部組織表】 

総 務 対 策 部 
部 長 

副部長 

総 務 部 長 

総 務 部 副 部 長 

総 括 班 

○危機管理防災課長 

総務法制課長 

国際課長 

動 員 班 ○人事課長 

秘書広報班 
○秘書課長 

 広報課長 

経 理 班 

○財政課長 

契約監理課長 

財産活用課長 

政策推進対策部 
部 長 

副部長 

政 策 推 進 部 長 

政策推進部副部長 
連絡調整班 

○企画政策課長 

行政マネジメント課長 

デジタル推進課長 

DX 推進課長 

 

男女共同参画課長 

駐屯地対策室長 

経 済 対 策 部 
部 長 

副部長 

経 済 部 長 

経 済 部 副 部 長 
庶 務 班 

○経済政策課長 

企業立地課長 

観光振興課長 

中心市街地振興室長 

農林水産対策部 
部 長 

副部長 

農 林 水 産 部 長 

農林水産部副部長 

庶務農業 

振 興 班 
○農業振興課長 

水 産 班 ○水産振興課長 

農村環境班 ○農村環境課長 

森林整備班 ○森林整備課長 

建設・都市戦略

対 策 部 

部 長 

副部長 

建 設 部 長 

都 市 戦 略 部 長 

庶 務 班 

〇建設監理課長 

 都市政策課長 

 交通政策課長 

  

 用地対策課長 

緑化推進課長 

建築住宅班 
○建築指導課長 

建築住宅課長 

道 路 班 
○道路整備課長 

（建設監理課長） 

河川砂防班 
○河川砂防課長 

 （建設監理課長） 

建設事務所班 
○北部建設事務所長 

○南部建設事務所長 
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環 境 対 策 部 
部 長 

副部長 

環 境 部 長 

環 境 部 副 部 長 

庶務衛生班 
○環境政策課長 

 施設機能向上推進室長 

清 掃 班 
○循環型社会推進課長 

環境保全課長 

衛 生 班 ○衛生センター所長 

市民生活対策部 
部 長 

副部長 

市 民 生 活 部 長 

市民生活部副部長 

庶 務 班 

・ 

税 務 班 

○市民生活課長 

 人権・同和政策課長 

生活安全課長 

市民税課長 

資産税課長 

納税課長 

保健福祉対策部 
部 長 

副部長 

保 健 福 祉 部 長 

保健福祉部副部長 

庶 務 班 ○福祉総務課長 

福祉避難所班 
○障がい福祉課長 

高齢福祉課長 

援 護 班 
○生活福祉課長 

 保険年金課長 

医療救護班 ○健康づくり課長 

避 難 班 
○保険年金課長 

 生活福祉課長 

診 療 班 ○三瀬診療所長 

子育て支援対策部 
部 長 

副部長 

子 育 て 支 援 部 長 

子育て支援部副部長 

庶 務 班 
○子育て総務課長 

こども家庭課長 

こ ど も 班 ○保育幼稚園課長 

地域振興対策部 
部 長 

副部長 

地 域 振 興 部 長 

地域振興部副部長 

庶務協働班 

○地域政策課長 
 協働推進課長 
 公民館支援課長 
 歴史・文化課長 

文 化 班 〇文化財課長 

ｽﾎﾟｰﾂ振興班 ○スポーツ振興課長 

教 育 対 策 部 
部 長 

副部長 

教 育 部 長 

教 育 部 副 部 長 

庶 務 班 ○教育総務課長 

学校教育班 
○学校教育課長 

学事課長 

図書館班 ○図書館長 

社会教育班 ○社会教育課長 

交通事業対策部 
部 長 

副部長 

交 通 局 長 

交 通 局 副 局 長 
交 通 班 

○総務課長 

  業務課長 

環 境 対 策 部 
部 長 

副部長 

環 境 部 長 

環 境 部 副 部 長 

庶務衛生班 
○環境政策課長 

 GX 推進課長 

清 掃 班 
○循環型社会推進課長 

環境保全課長 

衛 生 班 ○衛生センター所長 

市民生活対策部 
部 長 

副部長 

市 民 生 活 部 長 

市民生活部副部長 

庶 務 班 

・ 

税 務 班 

○市民生活課長 

 人権・同和政策課長 

生活安全課長 

市民税課長 

資産税課長 

納税課長 

保健福祉対策部 
部 長 

副部長 

保 健 福 祉 部 長 

保健福祉部副部長 

庶 務 班 ○福祉総務課長 

福祉避難所班 
○障がい福祉課長 

○高齢福祉課長 

援 護 班 
○生活福祉課長 

 保険年金課長 

医療救護班 ○健康づくり課長 

避 難 班 
○保険年金課長 

 生活福祉課長 

診 療 班 ○三瀬診療所長 

こども未来対策部 
部 長 

副部長 

こ ど も 未 来 部 長 

こども未来部副部長 

庶 務 班 

○こども政策課長 

こども家庭課長 

こども健康課長 

こ ど も 班 ○保育幼稚園課長 

地域振興対策部 
部 長 

副部長 

地 域 振 興 部 長 

地域振興部副部長 

庶務協働班 

○地域政策課長 
 協働推進課長 
 公民館支援課長 
 歴史・文化課長 

文 化 班 〇文化財課長 

ｽﾎﾟｰﾂ振興班 ○スポーツ振興課長 

教 育 対 策 部 
部 長 

副部長 

教 育 部 長 

教 育 部 副 部 長 

庶 務 班 ○教育総務課長 

学校教育班 
○学校教育課長 

学事課長 

図書館班 ○図書館長 

社会教育班 ○社会教育課長 

交通事業対策部 
部 長 

副部長 

交 通 局 長 

交 通 局 副 局 長 
交 通 班 

○総務課長 

  業務課長 
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上下水道事業対策部 
部 長 

副部長 

上 下 水 道 局 長 

上下水道局副局長 

庶 務 班 

○水循環部長 

総務課長 

 財務課長 

 業務課長 

水 道 班 

 

○水道工務課長 

 浄水課長 

下水道班 

○下水プロジェクト推進部長 

下水道工務課長 

 下水道施設課長 

 給排水設備課長 

協 力 部   

第 １ 班 ○出納室長 

第 ２ 班 ○議会事務局長 

第 ３ 班 ○監査事務局長 

第 ４ 班 ○選挙管理委員会事務局長 

第 ５ 班 ○農業委員会事務局長 

第 ６ 班 〇国スポ・全障スポ推進部長 

富士大和温泉病院 

対 策 部 

部 長 

副部長 

病 院 長 

副 院 長 
病 院 班 

○事務長 

医長 

師長 

総看護師長 

諸富支所対策部 
部 長 

副部長 

支 所 長 

副 支 所 長 
支所対策班 

○総務・地域振興グループ長 

市民サービスグループ長 

大和支所対策部 
部 長 

副部長 

支 所 長 

副 支 所 長 
支所対策班 

○総務・地域振興グループ長 

市民サービスグループ長 

富士支所対策部 
部 長 

副部長 

支 所 長 

副 支 所 長 
支所対策班 

○総務・地域振興グループ長 

市民サービスグループ長 

三瀬支所対策部 
部 長 

副部長 

支 所 長 

副 支 所 長 
支所対策班 

○総務・地域振興グループ長 

市民サービスグループ長 

川副支所対策部 
部 長 

副部長 

支 所 長 

副 支 所 長 
支所対策班 

○総務・地域振興グループ長 

市民サービスグループ長 

東与賀支所対策部 
部 長 

副部長 

支 所 長 

副 支 所 長 
支所対策班 

○総務・地域振興グループ長 

市民サービスグループ長 

久保田支所対策部 
部 長 

副部長 

支 所 長 

副 支 所 長 
支所対策班 

○総務・地域振興グループ長 

市民サービスグループ長 

   〇は、各班の総括班長 

 
 
 

上下水道事業対策部 
部 長 

副部長 

上 下 水 道 局 長 

上下水道局副局長 

庶 務 班 

 

〇総務課長 

 財務課長 

 業務課長 

水 道 班 

○水道技術管理者 

水道工務課長 

 浄水課長 

下水道班 

 

〇下水道工務課長 

 下水道施設課長 

 給排水設備課長 

協 力 部   

第 １ 班 ○出納室長 

第 ２ 班 ○議会事務局長 

第 ３ 班 ○監査事務局長 

第 ４ 班 ○選挙管理委員会事務局長 

第 ５ 班 ○農業委員会事務局長 

  

富士大和温泉病院 

対 策 部 

部 長 

副部長 

病 院 長 

副 院 長 
病 院 班 

○事務長 

医長 

師長 

総看護師長 

諸富支所対策部 
部 長 

副部長 

支 所 長 

副 支 所 長 
支所対策班 

○総務・地域振興グループ長 

市民サービスグループ長 

大和支所対策部 
部 長 

副部長 

支 所 長 

副 支 所 長 
支所対策班 

○総務・地域振興グループ長 

市民サービスグループ長 

富士支所対策部 
部 長 

副部長 

支 所 長 

副 支 所 長 
支所対策班 

○総務・地域振興グループ長 

市民サービスグループ長 

三瀬支所対策部 
部 長 

副部長 

支 所 長 

副 支 所 長 
支所対策班 

○総務・地域振興グループ長 

市民サービスグループ長 

川副支所対策部 
部 長 

副部長 

支 所 長 

副 支 所 長 
支所対策班 

○総務・地域振興グループ長 

市民サービスグループ長 

東与賀支所対策部 
部 長 

副部長 

支 所 長 

副 支 所 長 
支所対策班 

○総務・地域振興グループ長 

市民サービスグループ長 

久保田支所対策部 
部 長 

副部長 

支 所 長 

副 支 所 長 
支所対策班 

○総務・地域振興グループ長 

市民サービスグループ長 

   〇は、各班の総括班長 
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82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策部の所掌事務】 

対策 
部名 

班 名 担当課等 事務分掌 

総
務
対
策
部 

総 括 班 

総 務 法 制 課 
危機管理防災課 
国 際 課 

 
 

［共通］ 

１ 災害対策の総括に関すること。 

２ 災害応急対策の総合調整及び推進に関すること。 

３ 防災総合システムの管理及び運用に関すること。 

［災害応急対策期］ 

４ 災害対策本部の設置及び運営、庶務に関すること。 

５ 県災害対策本部との連絡に関すること。 

６ 佐賀市消防団の活動に関すること。 

７ 自動車等の配車計画に関すること。 

８ 気象情報の収集及び記録に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

９ 総合的な被害調書及び要望書の作成及び関係機関への送付に関

すること。 

10 災害見舞及び視察者の応接に関すること。 

11 災害調査団等の現地調査等に関すること。 

12 外国人罹災者に関すること。 

動 員 班 人 事 課 

［災害応急対策期］ 

１ 各対策部の配置要員（予備班員を含む。）の動員及び掌握に関す

ること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

２ 職員の罹災給付に関すること。 

３ 雇入れ労働者の確保及び配置に関すること。 

４ 他の公共団体の応援要請に関すること。 

秘書広報班 秘 書 課 
広 報 課 

［共通］ 

１ 本部長の秘書に関すること。 

２ 本部が行う新聞発表、放送等の広報活動に関すること。 

３ 報道機関との連絡及び相互協力に関すること。 

経 理 班 
財 政 課 
契 約 監 理 課 
財 産 活 用 課 

［共通］ 

１ 庁舎の電気及び電話設備の調整に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 災害関係物品の調達及び出納に関すること。 

３ 庁舎の応急対策に関すること。 

４ 災害救助法の適用に関すること。 

５ 避難所への物資の輸送に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

６ 災害対策に係わる予算措置に関すること。 

７ 災害に伴う財政計画及び財政に関する政府機関との連絡に関す

ること。 

８ 市有財産の損害状況の調査及び総括に関すること。 

【対策部の所掌事務】 

対策 
部名 

班 名 担当課等 事務分掌 

総
務
対
策
部 

総 括 班 

総 務 法 制 課 
危機管理防災課 
国 際 課 

 
 

［共通］ 

１ 災害対策の総括に関すること。 

２ 災害応急対策の総合調整及び推進に関すること。 

３ 防災総合システムの管理及び運用に関すること。 

［災害応急対策期］ 

４ 災害対策本部の設置及び運営、庶務に関すること。 

５ 県災害対策本部との連絡に関すること。 

６ 佐賀市消防団の活動に関すること。 

７ 自動車等の配車計画に関すること。 

８ 気象情報の収集及び記録に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

９ 総合的な被害調書及び要望書の作成及び関係機関への送付に関

すること。 

10 災害見舞及び視察者の応接に関すること。 

11 災害調査団等の現地調査等に関すること。 

12 外国人罹災者に関すること。 

動 員 班 人 事 課 

［災害応急対策期］ 

１ 各対策部の配置要員（予備班員を含む。）の動員及び掌握に関す

ること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

２ 職員の罹災給付に関すること。 

３ 雇入れ労働者の確保及び配置に関すること。 

４ 他の公共団体の応援要請に関すること。 

秘書広報班 秘 書 課 
広 報 課 

［共通］ 

１ 本部長及び副本部長（副市長）の秘書に関すること。 

２ 本部が行う広報活動に関すること。 

３ 報道機関との連絡及び相互協力に関すること。 

経 理 班 
財 政 課 
契 約 監 理 課 
財 産 活 用 課 

［共通］ 

１ 庁舎の電気及び電話設備の調整に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 災害関係物品の調達及び出納に関すること。 

３ 庁舎の応急対策に関すること。 

４ 災害救助法の適用に関すること。 

５ 避難所への物資の輸送に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

６ 災害対策に係わる予算措置に関すること。 

７ 災害に伴う財政計画及び財政に関する政府機関との連絡に関す

ること。 

８ 市有財産の損害状況の調査及び総括に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所掌事務の追加・

修正 
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83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政
策
推
進
対
策
部 

連絡調整班 

企 画 政 策 課 
行政マネジメント課 
デジタル推進課 
D X 推 進 課 
バイオマス産業推進課 
男女共同参画課 
駐屯地 対策 室 

［共通］ 

１ 情報システム等の被害調査及び応急対策に関すること。 

２ コールセンターの設置及び運営に関すること。 

［災害応急対策期］ 

３ 各支所対策部との連絡調整に関すること。 

４ 各種情報及び被害情報の収集に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

５ 写真等の災害記録の取りまとめに関すること。 

経
済
対
策
部 

庶 務 班 

経 済 政 策 課 

企 業 立 地 課 

観 光 振 興 課 

中心市街地振興室 

［共通］ 

１ 経済対策部内の被害報告の取りまとめ及び応急対策の連絡調整

に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 各支所対策部の支援に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

３ 工場及び事業場の被害調査に関すること。 

４ 観光施設の被害調査に関すること。 

５ 罹災商工業者の被害調査及び金融措置に関すること。 

農
林
水
産
対
策
部 

庶務農業 
振 興 班 

農 業 振 興 課 

［共通］ 

１ 農林水産対策部内の被害報告の取りまとめ及び応急対策の連絡

調整に関すること。 

２ 農産物及び農営施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

３ 罹災農林業者に対する応急融資に関すること。 

４ 災害時における病虫害の発生予防及び防除に関すること。 

水 産 班 水 産 振 興 課 

［共通］ 

１ 漁港施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

２ 罹災水産業者に対する応急融資に関すること。 

農村環境班 農 村 環 境 課 

［共通］ 

１ 農地、用排水路その他農業施設等の被害調査及び災害対策に関す

ること。 

［災害応急対策期］ 

２ 応急対策に必要な資機材の確保に関すること。 

森林整備班 森 林 整 備 課 

［共通］ 

１ 治山災害の被害調査及び応急対策に関すること。 

 

 

政
策
推
進
対
策
部 

連絡調整班 

企 画 政 策 課 
行政マネジメント課 
デジタル推進課 
D X 推 進 課 

 
男女共同参画課 
駐屯地 対策 室 

［共通］ 

１ 情報システム等の被害調査及び応急対策に関すること。 

２ コールセンターの設置及び運営に関すること。 

［災害応急対策期］ 

３ 各支所対策部との連絡調整に関すること。 

４ 各種情報及び被害情報の収集に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

５ 写真等の災害記録の取りまとめに関すること。 

経
済
対
策
部 

庶 務 班 

経 済 政 策 課 

企 業 立 地 課 

観 光 振 興 課 

中心市街地振興室 

［共通］ 

１ 経済対策部内の被害報告の取りまとめ及び応急対策の連絡調整

に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 各支所対策部の支援に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

３ 工場及び事業場の被害調査に関すること。 

４ 観光施設の被害調査に関すること。 

５ 罹災商工業者の被害調査及び金融措置に関すること。 

農
林
水
産
対
策
部 

庶務農業 
振 興 班 

農 業 振 興 課 

［共通］ 

１ 農林水産対策部内の被害報告の取りまとめ及び応急対策の連絡

調整に関すること。 

２ 農産物及び農業施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

３ 罹災農業者に対する応急融資に関すること。 

４ 災害時における病虫害の発生予防及び防除に関すること。 

水 産 班 水 産 振 興 課 

［共通］ 

１ 漁港施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

２ 罹災水産業者に対する応急融資に関すること。 

農村環境班 農 村 環 境 課 

［共通］ 

１ 農地、用排水路その他農業施設等の被害調査及び災害対策に関す

ること。 

［災害応急対策期］ 

２ 応急対策に必要な資機材の確保に関すること。 

森林整備班 森 林 整 備 課 

［共通］ 

１ 林道災害等の被害調査及び応急対策に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

２ 罹災林業者に対する応急融資に関すること。 

 

 

 

組織機構の改編に

よる修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所掌事務の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所掌事務の追加・

修正 
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84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建
設
・
都
市
戦
略
対
策
部 

庶 務 班 

建 設 監 理 課 

都 市 政 策 課 

用 地 対 策 課 

緑 化 推 進 課 

交 通 政 策 課 

佐賀駅周辺振興室 

［共通］ 

１ 建設・都市戦略対策部内の被害報告の取りまとめ及び応急対策の

連絡調整に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 佐賀土木事務所との連絡調整に関すること。 

３ 応急対策用資機材の確保及び輸送に関すること。 

４ 交通の規制に関すること。 

建築住宅班 
建 築 指 導 課 

建 築 住 宅 課 

［共通］ 

１ 市営住宅の被害調査及び応急対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 交通の規制に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

３ 災害救助用仮設住宅の建設及び被害住宅の応急修理の協力に関

すること。 

４ 被災建築物の調査に関すること。 

５ 被災市有建物の応急復旧工事に関すること。 

６ 災害救助法に基づく避難所応急仮設住宅の設置に関すること。 

７ 災害廃棄物の処理に関すること。(損壊家屋解体) 

建
設
・
都
市
戦
略
対
策
部 

道 路 班 
道 路 整 備 課 

（建設監理課） 

［共通］ 

１ 道路及び橋梁等の被害調査及び災害対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 交通の規制に関すること。 

[災害復旧・復興対策期] 

３ 災害廃棄物の処理に関すること。（土砂まじりがれき撤去） 

河川砂防班 
河 川 砂 防 課 

（建設監理課） 

［共通］ 

１ 用排水路、河川等の被害調査及び応急対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 地すべり、砂防及び急傾斜地に係る山崩れ、がけ崩れ等の予防応急

対策に関すること。 

建設事務所班 
北部建設事務所 

南部建設事務所 

［共通］ 

１ 本庁各対策部及び所管する区域の支所対策部との連絡調整に関

すること。 

２ 農地、用排水路その他農業施設等の被害調査及び災害対策に関す

ること。 

３ 道路及び橋梁等の被害調査及び災害対策に関すること。 

４ 用排水路、河川等の被害調査及び応急対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

５ 交通の規制に関すること。 

６ 地すべり、砂防及び急傾斜地に係る山崩れ、がけ崩れ等の予防応

急対策に関すること。 

７ 応急対策に必要な資機材の確保に関すること。 

建
設
・
都
市
戦
略
対
策
部 

庶 務 班 

建 設 監 理 課 

都 市 政 策 課 

用 地 対 策 課 

緑 化 推 進 課 

交 通 政 策 課 

［共通］ 

１ 建設・都市戦略対策部内の被害報告の取りまとめ及び応急対策の

連絡調整に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 佐賀土木事務所との連絡調整に関すること。 

３ 応急対策用資機材の確保及び輸送に関すること。 

４ 交通の規制に関すること。 

建築住宅班 
建 築 指 導 課 

建 築 住 宅 課 

［共通］ 

１ 市営住宅の被害調査及び応急対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 交通の規制に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

３ 災害救助用仮設住宅の建設及び被害住宅の応急修理の協力に関

すること。 

４ 被災建築物の調査に関すること。 

５ 被災市有建物の応急復旧工事に関すること。 

６ 災害救助法に基づく避難所応急仮設住宅の設置に関すること。 

７ 災害廃棄物の処理に関すること。(損壊家屋解体) 

建
設
・
都
市
戦
略
対
策
部 

道 路 班 
道 路 整 備 課 

（建設監理課） 

［共通］ 

１ 道路及び橋梁等の被害調査及び災害対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 交通の規制に関すること。 

[災害復旧・復興対策期] 

３ 災害廃棄物の処理に関すること。（土砂まじりがれき撤去） 

河川砂防班 
河 川 砂 防 課 

（建設監理課） 

［共通］ 

１ 用排水路、河川等の被害調査及び応急対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 地すべり、砂防及び急傾斜地に係る山崩れ、がけ崩れ等の予防応急

対策に関すること。 

建設事務所班 
北部建設事務所 

南部建設事務所 

［共通］ 

１ 本庁各対策部及び所管する区域の支所対策部との連絡調整に関

すること。 

２ 農地、用排水路その他農業施設等の被害調査及び災害対策に関す

ること。 

３ 道路及び橋梁等の被害調査及び災害対策に関すること。 

４ 用排水路、河川等の被害調査及び応急対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

５ 交通の規制に関すること。 

６ 地すべり、砂防及び急傾斜地に係る山崩れ、がけ崩れ等の予防応

急対策に関すること。 

７ 応急対策に必要な資機材の確保に関すること。 

 

 

 

組織機構の改編に

よる修正 
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85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環
境
対
策
部 

庶務衛生班 
環 境 政 策 課 

施設機能向上推進室 

［共通］ 

１ 環境対策部内の被害報告の取りまとめ及び応急対策の連絡調整

に関すること。 

２ ごみ及びし尿処理の連絡調整に関すること。 

３ 遺体処理に関すること。 

４ 避難に伴う家庭動物対策に関すること。（ペット避難所に関する

ことを含む。） 

［災害応急対策期］ 

５ 災害時における飲料水に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

６ 防疫活動に関すること。 

７ 衛生材料及び防疫薬品等の供給に関すること。 

清 掃 班 
循環型社会推進課 

環 境 保 全 課 

［共通］ 

１ ごみ処理に関すること。 

２ 清掃車の運用に関すること。 

３ 災害廃棄物の処理に関すること。 

衛 生 班 衛生セ ンタ ー 
［共通］ 

１ し尿処理に関すること。 

市
民
生
活
対
策
部 

庶 務 班 

・ 

税 務 班 

市 民 生 活 課 

人権・同和政策課 

生 活 安 全 課 

市 民 税 課 

資 産 税 課 

納 税 課 

［共通］ 

１ 市民生活対策部内の被害報告の取りまとめ及び応急対策の連絡

調整に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 避難所の開設及び管理運営に関すること。 

３ 広報車等による現地及び市民への広報に関すること。 

４ 物資の運搬に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

５ 安否情報の収集及び市民等からの安否確認に関すること。 

６ 相談窓口開設に関すること。 

７ 災害による市税に関すること。 

８ 被害状況の現地調査に関すること。 

保
健
福
祉
対
策
部 

庶 務 班 福 祉 総 務 課 

［共通］ 

１ 保健福祉対策部内の被害報告の取りまとめ及び応急対策の連絡

調整に関すること。 

２ 福祉施設等の被害調査及び災害対策に関すること。 

３ 要配慮者及び避難行動要支援者の支援に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

４ 罹災証明書の発行に関すること。 

福祉避難所班 
障がい 福祉 課 
高 齢 福 祉 課 

［災害応急対策期］ 

１ 福祉避難所及び福祉避難室における高齢者、障がい者等の要配慮

者対策に関すること。 

環
境
対
策
部 

庶務衛生班 
環 境 政 策 課 

G X 推 進 課 

［共通］ 

１ 環境対策部内の被害報告の取りまとめ及び応急対策の連絡調整

に関すること。 

 

２ 遺体処理に関すること。 

３ 避難に伴う家庭動物対策に関すること。（ペット避難所に関する

ことを含む。） 

［災害応急対策期］ 

４ 災害時における飲料水に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

５ 防疫活動に関すること。 

６ 衛生材料及び防疫薬品等の供給に関すること。 

清 掃 班 
循環型社会推進課 

環 境 保 全 課 

［共通］ 

１ ごみ処理に関すること。 

２ 清掃車の運用に関すること。 

３ 災害廃棄物の処理に関すること。 

衛 生 班 衛生セ ンタ ー 
［共通］ 

１ し尿処理に関すること。 

市
民
生
活
対
策
部 

庶 務 班 

・ 

税 務 班 

市 民 生 活 課 

人権・同和政策課 

生 活 安 全 課 

市 民 税 課 

資 産 税 課 

納 税 課 

［共通］ 

１ 市民生活対策部内の被害報告の取りまとめ及び応急対策の連絡

調整に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 指定避難所の開設及び管理運営に関すること。 

３ 広報車等による現地及び市民への広報に関すること。 

４ 物資の運搬に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

５ 安否情報の収集及び市民等からの安否確認に関すること。 

６ 相談窓口開設に関すること。 

７ 災害による市税に関すること。 

８ 被害状況の現地調査に関すること。 

保
健
福
祉
対
策
部 

庶 務 班 福 祉 総 務 課 

［共通］ 

１ 保健福祉対策部内の被害報告の取りまとめ及び応急対策の連絡

調整に関すること。 

２ 福祉施設等の被害調査及び災害対策に関すること。 

３ 要配慮者及び避難行動要支援者の支援に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

４ 罹災証明書の発行に関すること。 

福祉避難所班 
障がい 福祉 課 
高 齢 福 祉 課 

［災害応急対策期］ 

１ 福祉避難所及び福祉避難室における高齢者、障がい者等の要配慮

者対策に関すること。 

 

 

組織機構の改編に

よる修正 

所掌事務の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所掌事務の修正 
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援 護 班 
生 活 福 祉 課 
保 険 年 金 課 

［災害応急対策期］ 

１ 炊出所の設置に関すること。 

２ 避難者への食事の提供に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

３ 罹災者に対する生活保護等の適用に関すること。 

４ 罹災者に対する主食および食品の配給に関すること。 

５ 義援金品の受付、保管及び配分に関すること。 

医療救護班 健康づ くり 課 

［共通］ 

１ 傷病者の収容、応急手当及び看護に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

２ 応急救護用医薬品の供給に関すること。 

３ 市民の健康管理に関すること。 

４ 市民の健康相談活動に関すること。 

避 難 班 
保 険 年 金 課 
生 活 福 祉 課 

［災害応急対策期］ 

１ 避難所の開設及び管理運営に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

２ 罹災者に対する医療保険及び年金に関すること。 

診 療 班 三 瀬 診 療 所 

［共通］ 

１ 診療班の編成に関すること。 

２ 医療救護活動に関すること。 

３ 救急医療品及び衛生材料供給に関すること。 

４ 市民の健康管理に関すること。 

５ 市民の健康相談活動に関すること。 

子
育
て
支
援
対
策
部 

庶 務 班 
子育て 総務 課 
こども 家庭 課 

［共通］ 

１ 子育て支援対策部内の被害報告の取りまとめ及び応急対策の連

絡調整に関すること。 

２ 児童館及び児童センターの被害調査及び応急対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

１ 各支所対策部の支援に関すること。 

 

 

 

 

こ ど も 班 保育幼 稚園 課 

［共通］ 

１ 保育所、幼稚園等の被害調査及び応急対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

１ 各支所対策部の支援に関すること。 

援 護 班 
生 活 福 祉 課 
保 険 年 金 課 

［災害応急対策期］ 

１ 炊出所の設置に関すること。 

２ 避難者への食事の提供に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

３ 罹災者に対する生活保護等の適用に関すること。 

４ 罹災者に対する主食および食品の配給に関すること。 

５ 義援金品の受付、保管及び配分に関すること。 

医療救護班 健康づ くり 課 

［共通］ 

１ 傷病者の収容、応急手当及び看護に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

２ 応急救護用医薬品の供給に関すること。 

３ 市民の健康管理に関すること。 

４ 市民の健康相談活動に関すること。 

避 難 班 
保 険 年 金 課 
生 活 福 祉 課 

［災害応急対策期］ 

１ 指定避難所の開設及び管理運営に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

２ 罹災者に対する医療保険及び年金に関すること。 

診 療 班 三 瀬 診 療 所 

［共通］ 

１ 診療班の編成に関すること。 

２ 医療救護活動に関すること。 

３ 救急医療品及び衛生材料供給に関すること。 

４ 市民の健康管理に関すること。 

５ 市民の健康相談活動に関すること。 

こ
ど
も
未
来
対
策
部 

庶 務 班 
こども 政策 課 
こども 家庭 課 
こども 健康 課 

［共通］ 

１ こども未来対策部内の被害報告の取りまとめ及び応急対策の連

絡調整に関すること。 

２ 児童クラブ及び児童館・児童センターの被害調査及び応急対策に

関すること。 

［災害応急対策期］ 

３ 各支所対策部の支援に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

４ 市民の健康管理に関すること。 

５ 市民の健康相談活動に関すること。 

こ ど も 班 保育幼 稚園 課 

［共通］ 

１ 保育所、幼稚園等の被害調査及び応急対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 各支所対策部の支援に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所掌事務の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織機構の改編に

よる修正 

所掌事務の追加・

修正 

 

 

 

 

 

誤字の修正 
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86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地
域
振
興
対
策
部 

庶務協働班 

地 域 政 策 課 
協 働 推 進 課 
公民館 支援 課 
歴史・ 文化 課 

［共通］ 

１ 地域振興対策部内の被害報告の取りまとめ及び応急対策の連絡

調整に関すること。 

２ 公民館等の被害調査及び応急対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

３ 避難所の開設及び管理運営に関すること。（公民館等） 

［災害復旧・復興対策期］ 

４ ボランティア活動に関すること。 

文 化 班 文 化 財 課 
［共通］ 

１ 文化財及び文化施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

スポーツ振興班 スポーツ振興課 
［共通］ 

１ 体育施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

教
育
対
策
部 

庶 務 班 教 育 総 務 課 

［共通］ 

１ 教育対策部内の被害報告の取りまとめ及び応急対策の連絡調整

に関すること。 

２ 学校等の被害調査及び応急対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

３ 学校等に避難所を開設することについての協力に関すること。 

学校教育班 
学 校 教 育 課 
学 事 課 

［共通］ 

１ 小中学校の授業対策に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

２ 罹災児童生徒への教科書、図書等の支援に関すること。 

３ 罹災児童生徒の学校給食に関すること。 

４ 罹災児童生徒の保健管理に関すること。 

図 書 館 班 図 書 館 
［共通］ 

１ 図書館等の被害調査及び応急対策に関すること。 

社会教育班 社 会 教 育 課 ［共通］ 

１ 社会教育施設等の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 

交
通
事
業
対
策
部 

交 通 班 交 通 局 

［共通］ 

１ 交通事業対策部の出動人員、作業状況等の記録に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 罹災者及び物資、飲料水等の輸送に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

３ 各種報告書の作成に関すること。 

地
域
振
興
対
策
部 

庶務協働班 

地 域 政 策 課 
協 働 推 進 課 
公民館 支援 課 
歴史・ 文化 課 

［共通］ 

１ 地域振興対策部内の被害報告の取りまとめ及び応急対策の連絡

調整に関すること。 

２ 公民館及び文化施設等の被害調査及び応急対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

３ 避難所の開設及び管理運営に関すること。（公民館等） 

［災害復旧・復興対策期］ 

４ ボランティア活動に関すること。 

文 化 班 文 化 財 課 
［共通］ 

１ 文化財の被害調査及び応急対策に関すること。 

スポーツ振興班 スポーツ振興課 
［共通］ 

１ 体育施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

教
育
対
策
部 

庶 務 班 教 育 総 務 課 

［共通］ 

１ 教育対策部内の被害報告の取りまとめ及び応急対策の連絡調整

に関すること。 

２ 学校等の被害調査及び応急対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

３ 学校等に避難所を開設することについての協力に関すること。 

学校教育班 
学 校 教 育 課 
学 事 課 

［共通］ 

１ 小中学校の授業対策に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

２ 罹災児童生徒への教科書、図書等の支援に関すること。 

３ 罹災児童生徒の学校給食に関すること。 

４ 罹災児童生徒の保健管理に関すること。 

図 書 館 班 図 書 館 
［共通］ 

１ 図書館等の被害調査及び応急対策に関すること。 

社会教育班 社 会 教 育 課 ［共通］ 

１ 社会教育施設等の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 

交
通
事
業
対
策
部 

交 通 班 交 通 局 

［共通］ 

１ 交通事業対策部の出動人員、作業状況等の記録に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 罹災者及び物資、飲料水等の輸送に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

３ 各種報告書の作成に関すること。 

 

 

所掌事務の修正 

 

 

 

 

所掌事務の修正 
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87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上
下
水
道
事
業
対
策
部 

庶 務 班 
総 務 課 
財 務 課 
業 務 課 

[共通] 

１ 上下水道事業対策部内の被害報告の取りまとめ及び応急対策の連

絡調整に関すること。 

２ 上下水道事業対策部の出動人員、作業状況等の記録に関すること。 

３ 他事業体との連絡調整に関すること。 

［災害応急対策期］ 

４ 給排水設備の不具合に対する問合せに関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

５ 各種報告書の作成に関すること。 

上
下
水
道
事
業
対
策
部 

水 道 班 
水 道 工 務 課 
浄 水 課 

［共通］ 

１ 水道施設に関する被害調査、応急復旧及び給水対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 浄水場及び圧送施設の運転に関すること。 

下 水 道 班 
下水道 工務 課 
下水道 施設 課 
給排水 設備 課 

[共通] 

１ 下水道施設に関する被害調査、応急復旧に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 下水浄化センター及びポンプ場の運転に関すること。 

協
力
部 

第 1 班 出 納 室 

［共通］ 

１ 防災・復旧活動の応援に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 各支所対策部の支援に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

３ 罹災証明書の発行に関すること。 

第 2 班 議 会 事 務 局 

［共通］ 

１ 防災・復旧活動の応援に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 議員との連絡に関すること。 

３ 議会の災害組織の事務に関すること。 

４ 各支所対策部の支援に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

５ 罹災証明書の発行に関すること。 

第 3 班 監 査 事 務 局 

［共通］ 

１ 防災・復旧活動の応援に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 各支所対策部の支援に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

３ 罹災証明書の発行に関すること。 

上
下
水
道
事
業
対
策
部 

庶 務 班 
総 務 課 
財 務 課 
業 務 課 

[共通] 

１ 上下水道事業対策部内の被害報告の取りまとめ及び応急対策の連

絡調整に関すること。 

２ 上下水道事業対策部の出動人員、作業状況等の記録に関すること。 

３ 他事業体との連絡調整に関すること。 

［災害応急対策期］ 

４ 給排水設備の不具合に対する問合せに関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

５ 各種報告書の作成に関すること。 

上
下
水
道
事
業
対
策
部 

水 道 班 
水 道 工 務 課 
浄 水 課 

［共通］ 

１ 水道施設に関する被害調査、応急復旧及び給水対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 浄水場及び圧送施設の運転に関すること。 

下 水 道 班 
下水道 工務 課 
下水道 施設 課 
給排水 設備 課 

[共通] 

１ 下水道施設に関する被害調査、応急復旧に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 下水浄化センター及びポンプ場の運転に関すること。 

協
力
部 

第 1 班 出 納 室 

［共通］ 

１ 防災・復旧活動の応援に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 各支所対策部の支援に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

３ 罹災証明書の発行に関すること。 

第 2 班 議 会 事 務 局 

［共通］ 

１ 防災・復旧活動の応援に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 議員との連絡に関すること。 

３ 議会の災害組織の事務に関すること。 

４ 各支所対策部の支援に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

５ 罹災証明書の発行に関すること。 

第 3 班 監 査 事 務 局 

［共通］ 

１ 防災・復旧活動の応援に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 各支所対策部の支援に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

３ 罹災証明書の発行に関すること。 
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第 4 班 
選挙管理委員会 

事 務 局 

［共通］ 

１ 防災・復旧活動の応援に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 各支所対策部の支援に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

３ 罹災証明書の発行に関すること。 

協
力
部 

第 5 班 
農 業 委 員 会 
事 務 局 

［共通］ 

１ 防災・復旧活動の応援に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 各支所対策部の支援に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

３ 罹災証明書の発行に関すること。 

第 ６ 班 国ス ポ ・全 障 スポ 推 進 部 

［共通］ 

１ 防災・復旧活動の応援に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 各支所対策部の支援に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

３ 罹災証明書の発行に関すること。 

富
士
大
和
温
泉 

病
院
対
策
部 

病 院 班 病 院 各 部 門 

［共通］ 

１ 病院班の編成に関すること。 

２ 医療救護活動に関すること。 

３ 救急医療品及び衛生材料供給に関すること。 

諸
富
支
所
対
策
部 

支所対策班 諸 富 支 所 

［共通］ 

１ 本庁各対策部との連絡調整に関すること。 

２ 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

３ 佐賀市消防団南部方面隊諸富支団の活動に関すること。 

４ 支所管内の関係機関及び団体への要請その他連絡に関すること。 

５ 支所管内の被害状況の把握及び応急対策の実施状況その他防災

活動に必要な情報の収集、調査に関すること。 

６ 避難所の開閉設及び管理運営に関すること。 

７ 支所の自動車等の配車計画に関すること。 

８ 救援物資等に関すること。 

９ 災害に関する広報広聴に関すること。 

10 市民の健康管理における保健福祉対策部救護班との連携に関する

こと。 

11 市民の健康相談活動における保健福祉対策部救護班との連携に関

すること。 

第 4 班 
選挙管理委員会 

事 務 局 

［共通］ 

１ 防災・復旧活動の応援に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 各支所対策部の支援に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

３ 罹災証明書の発行に関すること。 

協
力
部 

第 5 班 
農 業 委 員 会 
事 務 局 

［共通］ 

１ 防災・復旧活動の応援に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 各支所対策部の支援に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

３ 罹災証明書の発行に関すること。 

  

 

 

 

 

 

 

富
士
大
和
温
泉 

病
院
対
策
部 

病 院 班 病 院 各 部 門 

［共通］ 

１ 病院班の編成に関すること。 

２ 医療救護活動に関すること。 

３ 救急医療品及び衛生材料供給に関すること。 

諸
富
支
所
対
策
部 

支所対策班 諸 富 支 所 

［共通］ 

１ 本庁各対策部との連絡調整に関すること。 

２ 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

３ 佐賀市消防団南部方面隊諸富支団の活動に関すること。 

４ 支所管内の関係機関及び団体への要請その他連絡に関すること。 

５ 支所管内の被害状況の把握及び応急対策の実施状況その他防災

活動に必要な情報の収集、調査に関すること。 

６ 避難所の開閉設及び管理運営に関すること。 

７ 支所の自動車等の配車計画に関すること。 

８ 救援物資等に関すること。 

９ 災害に関する広報広聴に関すること。 

10 市民の健康管理における保健福祉対策部救護班との連携に関する

こと。 

11 市民の健康相談活動における保健福祉対策部救護班との連携に関

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織機構の改編に

よる修正 
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大
和
支
所
対
策
部 

支所対策班 大 和 支 所 

［共通］ 

１ 本庁各対策部との連絡調整に関すること。 

２ 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

３ 佐賀市消防団北部方面隊大和支団の活動に関すること。 

４ 支所管内の関係機関及び団体への要請その他連絡に関すること。 

５ 支所管内の被害状況の把握及び応急対策の実施状況その他防災

活動に必要な情報の収集、調査に関すること。 

６ 避難所の開閉設及び管理運営に関すること。 

７ 支所の自動車等の配車計画に関すること。 

８ 救援物資等に関すること。 

９ 災害に関する広報広聴に関すること。 

10 市民の健康管理における保健福祉対策部救護班との連携に関する

こと。 

11 市民の健康相談活動における保健福祉対策部救護班との連携に関  

すること。 

富
士
支
所
対
策
部 

支所対策班 富 士 支 所 

［共通］ 

１ 本庁各対策部との連絡調整に関すること。 

２ 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

３ 佐賀市消防団北部方面隊富士支団の活動に関すること。 

４ 支所管内の関係機関及び団体への要請その他連絡に関すること。 

５ 支所管内の被害状況の把握及び応急対策の実施状況その他防災

活動に必要な情報の収集、調査に関すること。 

６ 避難所の開閉設及び管理運営に関すること。 

７ 支所の自動車等の配車計画に関すること。 

８ 救援物資等に関すること。 

９ 災害に関する広報広聴に関すること。 

10 市民の健康管理における保健福祉対策部救護班との連携に関する

こと。 

11 市民の健康相談活動における保健福祉対策部救護班との連携に関  

すること。 

大
和
支
所
対
策
部 

支所対策班 大 和 支 所 

［共通］ 

１ 本庁各対策部との連絡調整に関すること。 

２ 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

３ 佐賀市消防団北部方面隊大和支団の活動に関すること。 

４ 支所管内の関係機関及び団体への要請その他連絡に関すること。 

５ 支所管内の被害状況の把握及び応急対策の実施状況その他防災

活動に必要な情報の収集、調査に関すること。 

６ 避難所の開閉設及び管理運営に関すること。 

７ 支所の自動車等の配車計画に関すること。 

８ 救援物資等に関すること。 

９ 災害に関する広報広聴に関すること。 

10 市民の健康管理における保健福祉対策部救護班との連携に関する

こと。 

11 市民の健康相談活動における保健福祉対策部救護班との連携に関  

すること。 

富
士
支
所
対
策
部 

支所対策班 富 士 支 所 

［共通］ 

１ 本庁各対策部との連絡調整に関すること。 

２ 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

３ 佐賀市消防団北部方面隊富士支団の活動に関すること。 

４ 支所管内の関係機関及び団体への要請その他連絡に関すること。 

５ 支所管内の被害状況の把握及び応急対策の実施状況その他防災

活動に必要な情報の収集、調査に関すること。 

６ 避難所の開閉設及び管理運営に関すること。 

７ 支所の自動車等の配車計画に関すること。 

８ 救援物資等に関すること。 

９ 災害に関する広報広聴に関すること。 

10 市民の健康管理における保健福祉対策部救護班との連携に関する

こと。 

11 市民の健康相談活動における保健福祉対策部救護班との連携に関  

すること。 
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三
瀬
支
所
対
策
部 

支所対策班 三 瀬 支 所 

［共通］ 

１ 本庁各対策部との連絡調整に関すること。 

２ 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

３ 佐賀市消防団北部方面隊三瀬支団の活動に関すること。 

４ 支所管内の関係機関及び団体への要請その他連絡に関すること。 

５ 支所管内の被害状況の把握及び応急対策の実施状況その他防災

活動に必要な情報の収集、調査に関すること。 

６ 避難所の開閉設及び管理運営に関すること。 

７ 支所の自動車等の配車計画に関すること。 

８ 救援物資等に関すること。 

９ 災害に関する広報広聴に関すること。 

10 市民の健康管理における保健福祉対策部救護班との連携に関する

こと。 

11 市民の健康相談活動における保健福祉対策部救護班との連携に関

すること。 

川
副
支
所
対
策
部 

支所対策班 川 副 支 所 

［共通］ 

１ 本庁各対策部との連絡調整に関すること。 

２ 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

３ 佐賀市消防団南部方面隊川副支団の活動に関すること。 

４ 支所管内の関係機関及び団体への要請その他連絡に関すること。 

５ 支所管内の被害状況の把握及び応急対策の実施状況その他防災

活動に必要な情報の収集、調査に関すること。 

６ 避難所の開閉設及び管理運営に関すること。 

７ 支所の自動車等の配車計画に関すること。 

８ 救援物資等に関すること。 

９ 災害に関する広報広聴に関すること。 

10 市民の健康管理における保健福祉対策部救護班との連携に関する

こと。 

11 市民の健康相談活動における保健福祉対策部救護班との連携に関

すること。 

三
瀬
支
所
対
策
部 

支所対策班 三 瀬 支 所 

［共通］ 

１ 本庁各対策部との連絡調整に関すること。 

２ 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

３ 佐賀市消防団北部方面隊三瀬支団の活動に関すること。 

４ 支所管内の関係機関及び団体への要請その他連絡に関すること。 

５ 支所管内の被害状況の把握及び応急対策の実施状況その他防災

活動に必要な情報の収集、調査に関すること。 

６ 避難所の開閉設及び管理運営に関すること。 

７ 支所の自動車等の配車計画に関すること。 

８ 救援物資等に関すること。 

９ 災害に関する広報広聴に関すること。 

10 市民の健康管理における保健福祉対策部救護班との連携に関する

こと。 

11 市民の健康相談活動における保健福祉対策部救護班との連携に関

すること。 

川
副
支
所
対
策
部 

支所対策班 川 副 支 所 

［共通］ 

１ 本庁各対策部との連絡調整に関すること。 

２ 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

３ 佐賀市消防団南部方面隊川副支団の活動に関すること。 

４ 支所管内の関係機関及び団体への要請その他連絡に関すること。 

５ 支所管内の被害状況の把握及び応急対策の実施状況その他防災

活動に必要な情報の収集、調査に関すること。 

６ 避難所の開閉設及び管理運営に関すること。 

７ 支所の自動車等の配車計画に関すること。 

８ 救援物資等に関すること。 

９ 災害に関する広報広聴に関すること。 

10 市民の健康管理における保健福祉対策部救護班との連携に関する

こと。 

11 市民の健康相談活動における保健福祉対策部救護班との連携に関

すること。 
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東
与
賀
支
所
対
策
部 

支所対策班 東 与 賀 支 所 

［共通］ 

１ 本庁各対策部との連絡調整に関すること。 

２ 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

３ 佐賀市消防団南部方面隊東与賀支団の活動に関すること。 

４ 支所管内の関係機関及び団体への要請その他連絡に関すること。 

５ 支所管内の被害状況の把握及び応急対策の実施状況その他防災

活動に必要な情報の収集、調査に関すること。 

６ 避難所の開閉設及び管理運営に関すること。 

７ 支所の自動車等の配車計画に関すること。 

８ 救援物資等に関すること。 

９ 災害に関する広報広聴に関すること。 

10 市民の健康管理における保健福祉対策部救護班との連携に関する

こと。 

11 市民の健康相談活動における保健福祉対策部救護班との連携に関

すること。 

久
保
田
支
所
対
策
部 

支所対策班 久 保 田 支 所 

［共通］ 

１ 本庁各対策部との連絡調整に関すること。 

２ 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

３ 佐賀市消防団南部方面隊久保田支団の活動に関すること。 

４ 支所管内の関係機関及び団体への要請その他連絡に関すること。 

５ 支所管内の被害状況の把握及び応急対策の実施状況その他防災

活動に必要な情報の収集、調査に関すること。 

６ 避難所の開閉設及び管理運営に関すること。 

７ 支所の自動車等の配車計画に関すること。 

８ 救援物資等に関すること。 

９ 災害に関する広報広聴に関すること。 

10 市民の健康管理における保健福祉対策部救護班との連携に関する

こと。 

11 市民の健康相談活動における保健福祉対策部救護班との連携に関

すること。 

 

 

 第２節～第３５節 （略） 
 
 第３６節 石油等の大量流出の防除対策計画 

１ 地盤災害防止施設等の整備の推進 

(1) 通報連絡の系統 

     ア 内水面への流出の場合 

 

 

東
与
賀
支
所
対
策
部 

支所対策班 東 与 賀 支 所 

［共通］ 

１ 本庁各対策部との連絡調整に関すること。 

２ 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

３ 佐賀市消防団南部方面隊東与賀支団の活動に関すること。 

４ 支所管内の関係機関及び団体への要請その他連絡に関すること。 

５ 支所管内の被害状況の把握及び応急対策の実施状況その他防災

活動に必要な情報の収集、調査に関すること。 

６ 避難所の開閉設及び管理運営に関すること。 

７ 支所の自動車等の配車計画に関すること。 

８ 救援物資等に関すること。 

９ 災害に関する広報広聴に関すること。 

10 市民の健康管理における保健福祉対策部救護班との連携に関する

こと。 

11 市民の健康相談活動における保健福祉対策部救護班との連携に関

すること。 

久
保
田
支
所
対
策
部 

支所対策班 久 保 田 支 所 

［共通］ 

１ 本庁各対策部との連絡調整に関すること。 

２ 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

３ 佐賀市消防団南部方面隊久保田支団の活動に関すること。 

４ 支所管内の関係機関及び団体への要請その他連絡に関すること。 

５ 支所管内の被害状況の把握及び応急対策の実施状況その他防災

活動に必要な情報の収集、調査に関すること。 

６ 避難所の開閉設及び管理運営に関すること。 

７ 支所の自動車等の配車計画に関すること。 

８ 救援物資等に関すること。 

９ 災害に関する広報広聴に関すること。 

10 市民の健康管理における保健福祉対策部救護班との連携に関する

こと。 

11 市民の健康相談活動における保健福祉対策部救護班との連携に関

すること。 

 

 

第２節～第３５節 （略） 

 
 第３６節 石油等の大量流出の防除対策計画 

１ 地盤災害防止施設等の整備の推進 

(1) 通報連絡の系統 

     ア 内水面への流出の場合 
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（略） 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織機構の改編に

よる修正 

 

（
有
明
海
再
生
・
環
境
課
） 


